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北九州市告示第６号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号及び第

１１５条の２０第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年１月１３日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０１

００６２１ 

リハプライド

門司港 

北九州市門司区

老松町５番１６

号 

ティー．ティ

ーコーポレー

ション株式会

社 

令和８年

１月１日 

４０９０７

０１１５４ 

リハプライド

八幡黒崎 

北九州市八幡西

区別当町１番２

５号 

ティー．ティ

ーコーポレー

ション株式会

社 

令和８年

１月１日 

２ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０６

００２４０ 

ふれあいの家 

清和苑 

北九州市八幡東

区清田二丁目１

２番７号 

株式会社颯真 令和８年

１月１日 
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北九州市告示第７号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び第１１５条

の１５第２項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第７８条

の１１第２号及び第１１５条の２０第２号の規定により次のとおり告示する。   

令和８年１月１３日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０９０１

００４４９ 

リハプライド

門司港 

北九州市門司区

老松町５番１６

号 

株式会社ヒュ

ーマネクス 

令和７年

１２月３

１日 

４０９０７

００５７８ 

リハプライド

八幡黒崎 

北九州市八幡西

区別当町１番２

５号 

株式会社ヒュ

ーマネクス 

令和７年

１２月３

１日 

２ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７０６

００４７５ 

ふれあいの家 

清和苑 

北九州市八幡東

区清田二丁目１

２番 7 号 

吉村興産株式

会社 

令和７年

１２月３

１日 
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北九州市公告第１７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和８年１月１３日 

北九州市長 武 内 和 久   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市若松区向洋町１０番９２、

１０番１０２、１０番１０３、１０

番１０９のうち、１０番１２５、１

０番１３２のうち、１０番１４５か

ら１０番１６３まで、３７番２及び

３７番４（第四、五工区） 

東京都千代田区丸の内二丁目６番

１号 

日本製鉄株式会社 

代表取締役 今井 正 

 

 

北九州市小倉南区下石田二丁目９９

８番２、９９９番１、１００２番１

及び１００３番 

 

福岡県飯塚市鯰田２３１１番地１

７   

合同会社ＧＲ   

代表社員 小出隆幸 
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